
引き続き実施してまいりま
平成 2３年６月１日発行 発行者 第四地区住民自治協議会 会長 宮﨑欣也
４月 28 日（木） 第四地区住民自治協議会の活動拠点である「もんぜんぷら座」において、

住自協顧問の「寺澤市議（副議長）様、加藤市義 様」両名をお招きし、各町区長さんをはじと

した協議会の役員等“約 60 名”が出席のもと、平成 23 年度「第四地区住民自治協議会 定期

総会」が開催されました。

昨年は、住自協活動“元年”であり準備することが多く、総会開催は５月中旬でありましたが、

２年目を迎えた平成 23 年度は、昨年より半月程早いスタートをきることができました。

自治活動については、各町の自治会（区）単位の活動が基本でありますが、住民自治協議会で

は、第四地区（諏訪町・西後町・県町・南県町・妻科・新田町の６町にて構成）全体で実施した

ほうが“効率的”かつ“効果的”な活動及び、地域全体の課題解消に向けた取組みを、昨年度に
す。



諏訪町区

西後町区

県町区

南県町区

妻科区

新田町区

◆会長 １名

◆副会長 ２名

◆会計 １名

◆監事 ２名

◆各部会会長 ５名

◆各町区長代理・副区長 若干名
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総 会 ※意思決定機関

● 各部会副会長

● 各種団体の代表者

● 評議委員会が特に認めた者 など
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第 四 地 区 住 民

※図中の部会構成とは別に、事業内容により、各部会の必要な団体や地区住民が協力する。
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去る３月 11 日に東北地方を中心に甚大な被害をもたらした東日本大震災及び、12 日に栄村を

中心に家屋倒壊等をもたらした長野県北部地震については、その復旧の対応に自治体のみならず

住民の皆様が苦慮している状況であります。これまで、こうした震災に備えた訓練を各町自治会

単位にて開催しておりましたが、本年度、住民自治協議会が主体となり長野市消防局等の関係機

関の協力を得ながら“第四地区全体防災訓練”を初めて実施しました。また、本年秋頃には、地

区住民の皆様に冊子形式の“防災対策まっぷ”を配付する計画です。

その他、高齢化の実情を踏まえた第四地区独自の地域福祉計画の策定や、住民の皆さんが楽し

く交流できる場や研修できる機会を、本年度も計画してまいります。

＜協力団体＞

第四地区白バラ会

＜協力団体＞

地域公民館



各部会では、長野市から依頼のある“必須事務”や地区にて選択して実施する事業のほか、

様々な取組みを計画しています。ここに、その活動計画の一部を、部会毎にお知らせします。

● 住民自治協議会の活動に関する総括

● 平成 2３年度 第四地区住民自治協議会定期総会の開催【４月２８日】

● 第一から第五地区合同「元気なまちづくり市民会議」の開催【7 月１５日】

● 「和（輪）のまちだより」の発行（平成 2３年度 ４回発行）

※ ６月１日号、10 月 1 日号、１月 1 日号、３月１号の計画です。

◇ 第四地区全体“防災訓練”の実施【5 月 29 日】※新規事業

◇ 地区内「防犯パトロール」の実施【8 月 18 日、12 月 15 日】

◇ 第四地区“防災対策まっぷ”の作成【10 月頃全戸配付予定】※新規事業

◆ 視察研修（「障害者支援施設 ささらの里」）【6 月６日】

◆ 第２回 第四地区いきいき交流会【10 月上旬頃】

◆ 第四地区 地域福祉計画の（素案）策定 ※新規事業

○ 視察研修（「（株）ウェステック環境ソリューションセンター」）【５月 2５日】

○ 家庭ごみ分別等講習会の開催 ※新規事業

○ 地区内「ごみ集積所等巡回」、「河川パトロール」の実施

あ

り

れ

● 第四地区スポーツ大会【９月４日】

● 人権等研修会の開催（３回実施）【７月 14 日、12 月３日、1 月 28 日】
● 第四地区ボウリング大会【11 月 13 日】 ※新規事業

平成 23 年度は、住民自治協議会の役員改選期でした。また、役員が変更になった町（区）も

り、町から第四地区住民自治協議会に選出されるメンバーがかわりました。これらのことによ

、協議会の役員が新しくなりました。なお、協議会役員は、定期総会時に以下のとおり議決さ

ました。ここに、主な役員に選出された皆様をご紹介します。



住民自治協議会は、第四地区全体が“元気になれる活動”を幾つかの部会で考え、本年

度も実践していきます。その活動の中に取り入れたらいいのではないか？と思われるよう

な事業等ありましたら、是非、事務局にご連絡願います。

また、第四地区と後町小学校が合同で開催したら盛り上がることができると思われる活

動や、地区内の人材等の知的財産を生かした児童にとって有意義な活動等につきましても、

何かありましたらご提案願います。

＜印刷協力：長野ﾌﾟﾘﾝﾄｻｰﾋﾞｽ＞

第四地区住民を対象とした当該たよりを本年も定期的に発行する予定です。企業広告等

希望がありましたら事務局までご連絡願います。

※ 発行予定日は、中面の主な活動計画に掲載したとおりです。なお、広告掲載の締切

りは、各発行予定日の半月前が、おおよその期限となっております。
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